
～こどもたちが健やかに育つように～ 児童福祉事業

　18歳到達後の最初の年度末（高校
生年代）までの児童を養育している
方に支給します（令和6年10月分より
児童手当が拡充されました）。
手当月額（児童１人当たり）
◦3歳未満
　第1・2子　15,000円
　第3子以降　30,000円
◦3歳～18歳
　（18歳到達の年度の末日）
　第1・2子　10,000円
　第3子以降　30,000円
支払日
偶数月の10日
※�10日が土・日曜、祝日の場合はそ
の直前の金融機関営業日になりま
す。

　次の要件に該当する18歳以下
（18歳到達の年度の末日）の児童
（一定の障がいがあるときは、20歳
未満）を監護している父または母、あ
るいは養育者に支給します。なお、受
給から5年を経過した方で、未就労な
どの場合に支給額が2分の1に減額
されることがあります。
支給要件
◦父母が婚姻を解消した児童
◦父または母が死亡した児童
◦�父または母が重度の障がいのある
児童
◦�父または母から1年以上遺棄され
ている児童
◦�父または母がDV防止法における
保護命令を裁判所から受けた児童
◦�父または母が1年以上拘禁されて
いる児童
◦�婚姻しないで生まれた児童
◦�父および母が不明である児童
手当月額
児童が1人の場合
全部支給　48,050円
一部支給　48,040円～11,340円
児童2人目以降の加算額
全部支給　11,350円
一部支給　11,340円～5,680円

　身体または、精神に中度・重度の障
がいを有する20歳未満の児童を監
護している父または母、あるいは養
育者に支給します。
手当月額（児童1人当たり）
◦�１級　58,450円
◦�２級　38,930円

　次の要件に該当する18歳以下
（18歳到達の年度の末日）の児童を
監護している父または母、あるいは
養育者に支給します。
支給要件
◦�父母が婚姻を解消した児童
◦�父または母が死亡した児童
◦�父または母が重度の障がいのある
児童
◦�父または母から1年以上遺棄され
ている児童
◦�父または母がＤＶ防止法における
保護命令を裁判所から受けた児童
◦�父または母が1年以上拘禁されて
いる児童
◦�婚姻しないで生まれた児童
◦�父または母が引き続き1年以上行
方不明である児童
手当月額（児童1人当たり）
◦�県遺児手当　4,350円
　（�支給期間は5年間。ただし、4年目
から2年間は半額）

◦�市遺児手当　2,000円
　（支給期間は5年間）

児童手当

児童扶養
手当

特別児童
扶養手当

遺児手当児童手当などを受給するには

手続きが必要です。
支給要件に該当したときは、
速やかに手続きをしてください。

所得制限
あり

所得制限
あり

所得制限
あり
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 母子家庭等自立支援給付金制度 
　母子家庭の母親または父子家庭の父親の方が就職に
役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、
各種学校などの養成機関で修業する場合に支給します。
事前相談が必要です。
 自立支援教育訓練給付金 
　母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方
で、雇用保険制度の教育訓練給付金の対象講座を修了後
に支給します。
支給額
①�一般教育訓練・特定一般教育訓練対象講座を受講する
場合、受講料の6割相当額（上限200,000円）
②�専門実践教育訓練対象講座を受講する場合、受講料の6
割相当額（上限400,000円×修業年数、最大1,600,000
円）、なお、追加の支給を受けられる場合があります。
※�雇用保険制度で給付金を受けられる場合は、雇用保険
制度での給付額との差額を支給します。

 高等職業訓練促進給付金等 
　就職に有利な資格取得（看護師、介護福祉士、保育士、
作業療法士、理学療法士等）のために6カ月以上養成機関
で修業する方に支給します。
高等職業訓練促進給付金
支給期間　修業期間の全期間（上限あり）
支給月額
◦�100,000円（市民税非課税世帯）
◦�70,500円（市民税課税世帯）
　ただし、最後の12カ月については40,000円増額。
高等職業訓練修了支援給付金
　修業期間修了後、一定要件を満たす場合に支給します。
支給額
◦�50,000円（市民税非課税世帯）
◦�25,000円（市民税課税世帯）
　高等職業訓練促進給付金を受給している方を対象に入
学準備金（上限500,000円）、就職準備金（上限200,000
円）の貸付制度があります（償還免除規程あり）。

 母子父子寡婦福祉資金 
　母子家庭、父子家庭、寡婦の方の生活の安定と児童
の福祉増進のため、暮らしに必要な資金の貸付を行って
います。
対象
◦�20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方、
その方に扶養されている子または父母のいない20歳
未満の児童
◦�かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶
養していたことのある配偶者のない方、その方に扶養
されている子または父母のいない20歳未満の児童

内容
◦�事業開始資金　◦住宅資金　　　◦結婚資金
◦�事業継続資金　◦転宅資金　　　◦修学資金
◦�技能習得資金　◦医療介護資金　◦就学支度資金
◦�就職支度資金　◦生活資金　　　◦修業資金
※�福祉資金貸付申請書の提出時期は下表のとおりです。

　保護者が疾病などの理由で児童を一時的に養育できなくなった場合に、その児童を短期間施設などで保護します。
実�施施設　あいさんテラス（津島市）、衆善会乳児院（名古屋市）、溢愛館（犬山市）、赤ちゃんの家さくらんぼ（犬山市）、
エスペランス桑名（三重県桑名市）

利用期間　７日以内　手数料　１日6,300円以内
※利用を希望される場合は、こども家庭センター（☎24-0350）まで

 ひとり親家庭住宅支援資金 
　母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に
向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の方を対象に、家
賃の一部を無利子で貸し付ける制度です（償還免除の
規程あり）。
対�象者　児童扶養手当の支給を受けている方で、母子・
父子自立支援プログラムの策定を受けている方

貸付額　月額上限70,000円
貸付期間　12カ月
実施機関　愛知県母子寡婦福祉連合会

母子家庭等自立支援事業

子育て支援短期利用事業

申請書提出期限 貸付金決定時期 貸付金支払日
6月16日㈫ 8月中旬 9月1日㈫
9月15日㈫ 11月中旬 12月1日㈫
10月27日㈫ 令和9年1月上旬 令和9年1月18日㈪
11月24日㈫ 令和9年2月上旬 令和9年2月17日㈬
12月22日㈫ 令和9年3月上旬 令和9年3月17日㈬

令和9年1月26日㈫ 令和9年4月下旬 令和9年5月上旬
令和9年4月6日㈫ 令和9年6月中旬 令和9年7月上旬

問合　子育て支援課　☎24‐1121

ID　404415235（児童手当）
ID　112996954（特別児童扶養手当）
ID　431138929（子育て支援短期利用事業）

ID　293527623（児童扶養手当・遺児手当）
ID　299153527（母子・父子家庭自立支援給付金制度）
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～こどもたちが健やかに育つように～ 児童福祉事業
　預かり事業などを利用するには事前に申請が必要です。利用希望のある方は、各施設等に問い合わせください。

　子育ての手助けをしてほしい方（依頼会員）と、子育ての手伝いをしたい方（提供会員）がお互いに助け合いながら活
動する子育て支援の会員組織です。
対象
◦�依頼会員　①市内在住・在勤・在学で、0歳児（生後43日以降）～小学校6年生のお子さんを養育している方
　　　　　　②妊娠8カ月～産後2カ月（多胎児は生後12カ月）の方（家事支援）
◦�提供会員　20歳以上の健康で子育てに関心をお持ちの方（資格、経験、性別は問いません）
援助内容
◦�保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、習い事などへのお子さんの送迎
◦�保育所などの始業時間前、または終業時間後のお子さんの預かり
◦�病気、または病気の回復期であり、保護者の勤務の都合などにより家庭で育児を行うことが困難なときの預かり
◦�通院、看護、冠婚葬祭、地域活動、授業参観などこどもを連れて行くことができないときの預かり
※預かりは、原則提供会員の自宅で行います。
◦�産前産後の家事、育児等の援助（依頼会員宅で行います）
利用料
　依頼会員は、援助活動終了時に右記
の金額を提供会員に直接支払います。
こども1人につき1時間当たりの利用
料は表のとおりです。
※�依頼会員が食事、おやつなどの提供
を依頼した場合は、提供会員に実費
を支払います。
※�たすかるサポートの利用料は市の
補助金を差し引いた金額です。

　就労形態の多様化に伴う一時的な
保育や保護者の疾病などの理由に
よって緊急・一時的に保育します。ま
た、保護者の育児に伴う心理的・肉体
的負担を解消するために保育を必要
とする生後43日以降で未就園の児
童を一時的に保育します（双葉幼稚
園では満2歳～未就園の児童が対象
となります）。
実�施施設　共存園保育所、新開こど
も園、神島田こども園、蛭間保育
園、双葉幼稚園
利用期間　1カ月に14日以内

保�育時間　午前8時30分～午後4時
30分（土曜日は午前8時30分～午
後0時30分）
※�蛭間保育園は平日の午前8時～午
後4時
※�蛭間保育園、双葉幼稚園では土曜
日は利用できません。
手数料　1日1,500円
そ�の他　あたごこども園、つしま幼
稚園では一時預かり事業（余裕活
用型）を実施しています。詳細につ
いては、各施設に問い合わせくだ
さい。

　日曜・祝日の日中、保護者が
就労のため、家庭で保育がで
きないときに保育します。
対�象　市内在住で市内保育所
等に入所している児童
実施施設　あたごこども園
保�育時間　午前8時30分～午
後4時30分（12月29日～1
月3日は除く）
利用料　無料

ファミリー・サポート・センター事業

一時預かり事業 休日保育事業

月～金曜日
土・日曜日

祝日・年末年始
（12/29～1/3）

げんきっこサポート
（健康児）

午前7時～午後8時 700円 800円
午後8時～午前1時 1,200円

たすかるサポート
（病児・病後児） 午前9時～午後5時 700円※ 800円※

産前産後の家事支援 午前9時～午後6時 700円 800円
※�病児・病後児の利用料は、1時間当たり1,200円から市の補助額（平日500円、休日
400円）を差し引いた金額

曜日
時間

実施主体
れんこん村のわくわくネットワーク

ファミリー・サポート・センター事業のより詳しい内容は、
16ページで紹介しています。
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　保育所等における副食費相当額を補助することで保
護者の経済的負担軽減を図ります。
対�象者　市内に住民登録があり、3～5歳児クラスの対
象施設に入所している園児
対�象施設　保育所、認定こども園、幼稚園、事業所内保
育所、認可外保育所（施設等利用給付認定を受けてい
る場合）
補�助内容　保護者が施設に支払う副食費相当額（月額
4,900円上限）を補助します。
そ�の他　土曜日保育、預かり保育の別途徴収される給
食費は対象となりません。入所する施設により、対象
費用を施設が減免する場合と、保護者が支払った後、
市が保護者に支給する場合があります。

　子育て世帯の精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的として、0歳児の家庭に市
職員が訪問し、選べる子育て用品のお渡しと、子育てに関する悩みごと相談、情報提供を
行います。
対�象　市内に住民登録があり、満1歳に達する日までの乳児を養育する保護者
訪�問時期　生後2カ月・6カ月・10カ月ごろ
選�べる内容　紙おむつ、おしりふき、ミルク、離乳食などから2品選択（乳児1人につき3
回まで）
利�用申請　出生届出時（転入の場合は転入届出時）に申請書を提出してください。提出
時に、子育て用品申込書をお渡しします。
商�品申込　窓口または電子申請システムにて、対象月の前月20日までに申し込みくだ
さい。
訪�問　保育士等の専門職員がお伺いします。子育てに関するお悩みについても相談い
ただけます。

　育児休業中や専業主婦（夫）など、保護者が働いていない世帯のこどもも保育施設に
通園できる新しい制度です。「同世代のお友達といっぱい遊んでほしい」「先生に歌や手
遊びを教えてもらいたい」「ほっとひと息つきたい」。そんな方は、ぜひ「こども誰でも通園
制度」を利用ください。
対象　生後6カ月から満3歳の児童
実施施設　東地区子育て支援センター、真こども園
利用期間　1カ月に10時間以内
保育時間　各施設によって異なります。詳細については、各施設に問い合わせください。
手数料　1時間当たり300円
利�用方法　オンラインで、申請・予約をしていただきます。詳細は市ホームページに掲載
していますので確認ください。

　児童が病気の時に、保護者がやむをえない理
由で、家庭で保育ができない場合にお子さんを
預かります。
実施施設　�神島田こども園病児・病後児保育室
利用日�　月～金曜日（休園日を除く）�

※連続して5日間以内
利用時間　午前8時～午後5時
対象　市内在住の生後6カ月～小学6年生の児童
利用料　１日1,500円
※�利用には事前登録と診療情報提供書が必要
になります。

副食費無償化事業

0歳児子育てサポート選べる定期便

こども誰でも通園事業

病児・病後児保育事業

問合　幼児保育課　☎24‐1120
ID　839560366（各種保育事業一覧）
ID　673926775（ファミリー・サポート・センター事業）
ID　979234374（0歳児子育てサポート選べる定期便）

ID　793480333（預かり保育）
ID　983816886（副食費無償化事業）
ID　922266508（こども誰でも通園事業）
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～高齢者の生活を支援する～ 高齢者福祉事業

事業により対象となる方が
異なりますので、ご確認ください。

①65歳以上のひとり暮らしの方
②世帯員がすべて65歳以上で構成されている世帯の方
③世帯員が65歳以上と身体障害者手帳１級または2級の方で構成されている世帯の方
④身体障害者手帳1級または2級の方で構成されている世帯の方
⑤65歳以上の方で同居する方の就労等により日中高齢者のみで生活する方

高齢者救急支援事業
救急時の迅速な対応のために【救急あんしん君】とマグネットを無料で配
布しています。
「緊急連絡先」や「かかりつけ医」などを記入した救急情報登録連絡書を容器
【救急あんしん君】に入れ、冷蔵庫に保管していただきます。
対象　①～③いずれかに該当する方

高齢者配食サービス事業
心身の障がい、傷病などにより食事の用意をすることが困難な高齢者の方にお弁当（昼）の配達を
行っています。
対象　①②③⑤いずれかに該当する方
配�達日　毎週月～土曜日（祝日を除く）の6日間のうち、心身の状況などにより適当と認められる食
数を配達します。
利用料　１食350円または450円（所得状況により決定）

緊急通報システム事業
家庭内で急病などになったとき、緊急通報装置本体のボタンを押すだけで、緊急通報センターに通
報できます。
対象　①～④いずれかに該当する方
利�用料　所得税課税年税額に基づき決定します（生計中心者が所得税非課税の場合は無料）。
※�利用にあたっては、緊急時に通報センターからの依頼により、利用者宅へ15～20分程度で駆け
つけられる協力員の方3人（うち1人は、民生委員でも可）の氏名・住所・連絡先などの登録が必要
です。

ひとり暮らし老人登録
登録をすると、病気などの緊急時に、本人に代わり緊急連絡先に登録してある方へ連絡します。
また、各民生委員が日ごろから訪問などを通じて安否確認を行うこともあります。
対象　①に該当する方

▲救急
　あんしん君
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ID　742878414　問合　高齢介護課長寿福祉Ｇ　☎24-1118

寝具洗濯乾燥サービス事業
寝具の洗濯・乾燥サービスを行っていま
す。

家族介護用品支給事業
紙おむつ、尿取りパッドなどの介護用品
を支給します。

対�象　市民税非課税世帯で、市内に居住し在宅（サービ
ス付き高齢者向け住宅などを除く）で生活している次
のいずれかに該当する方
◦65歳以上のひとり暮らしの方
◦�世帯員がすべて65歳以上で構成されている世帯で、
介護保険で要介護度1～5と認定された方
利用料　無料
※�申請方法・実施時期については、市政のひろば7月号
でお知らせする予定です。

対象　市内居住で次のすべてに該当する方
◦要介護者および介護者が市民税非課税世帯の方
◦�介護保険で要介護度4または5と認定された方を、在宅
（サービス付き高齢者向け住宅などを除く）で介護し
ている同居家族の方
支給限度額　年間6万円
※�申請方法・実施時期については、市政のひろば6月号
でお知らせする予定です。

介護支援ボランティア
　この制度は、高齢者の皆さんに、ボランティア活動をとおして自発的に地域貢献をしながら、ご自身の健康増進
や介護予防に繋げていただくことを目的としています。また、その活動に応じてポイントが支給され、そのポイント
を活用することができます。

対�象　市内在住の65歳以上の方（津島市介護保険第
1号被保険者）
活�動内容　市内のボランティア受入機関などで行う
ボランティア活動
活動の流れ
1．ボランティア登録
　�市社会福祉協議会でボランティア登録をし、「ボラン
ティア手帳」を受け取ります。
2．ボランティア活動
　�指定された施設や団体などでボランティア活動をし
ます。
3．手帳にスタンプをもらう
　�ボランティア活動終了後、活動先施設などから手帳
にスタンプを押してもらいます（30分ごとの活動で
１スタンプ、1日4スタンプが上限）。
4．スタンプを評価ポイントに交換
　�スタンプを押した手帳を市社会福祉協議会に提示
し、評価ポイントに交換します。

5．評価ポイントの活用
　�評価ポイントを1ポイント1円相当で還元します（年
間5,000円が上限）。

※�評価ポイント還元時
に介護保険料の未
納・滞納がない方が
対象です。なお、現金
ではなく、寄付または
地域振興券での還元
となります。

スタンプ数 評価ポイント

10～19 500
20～29 1,000
30～39 1,500
40～49 2,000
50～59 2,500
60～69 3,000
70～79 3,500
80～89 4,000
90～99 4,500
100～ 5,000

地域包括支援センター
　地域包括支援センターは、介護予防や介護保険
サービス、認知症や高齢者虐待防止などに関する総
合相談窓口です。主任ケアマネジャー、社会福祉士、
保健師などが、関係機関と連携を図り、様々なサービ
スを利用しながら支援します。必要に応じて訪問相談
も行っています。

北地域包括支援センター　☎22‐4771
　古川町2-56（グループホームふるかわ隣り）
　
中地域包括支援センター　☎23‐3463
　南新開町1‐112‐1（老人保健施設六寿苑内）
　
南地域包括支援センター　☎32-3066
　唐臼町半池72‐6（特別養護老人ホーム恵寿荘内）
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～障がいのある方を支える～ 障がい者福祉事業

障がい者手当

福祉タクシー料金助成事業・有料道路割引制度

障がいのある方に対して、次のような制度があります。

 特別障害者手当等 
対�象　
重度障がい者（身体・知的・精神）で、常時特別な介護が
必要な方
内�容　
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当
※2･5･8･11月に支給
手当月額　16,560円～37,300円

 心身障害者手当 
対�象　
身体障害者手帳1～4級、療育手帳A・B判定、精神障害
者保健福祉手帳1～3級のいずれかをお持ちの方
内容　
在宅の障がい者の方に支給
※3・9月に支給
※�施設等に入所すると、手当の受給資格を喪失する場
合があります。入所された際はすみやかにご相談く
ださい
手当月額
◦�身体障害者手帳1～3級、療育手帳A・B判定、精神障
害者保健福祉手帳1～2級　2,000円
◦�身体障害者手帳4級、精神障害者保健福祉手帳3級　
1,000円

 在宅重度障害者手当 
対象
◦�身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定のいずれか
をお持ちの方
◦�身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の両方をお持
ちの方
内�容　
在宅の重度障がいの方に支給（特別障害者手当等の
受給者を除く）
※4･8･12月に支給
手当月額　6,950円～15,950円

 福祉タクシー料金助成事業 
対�象　
身体障害者手帳1～3級、療育手帳A・B判定、精神障害
者保健福祉手帳1･2級、戦傷病者手帳特別項症～第5
項症、被爆者健康手帳のいずれかをお持ちの方
内�容　
タクシーを利用する場合、利用券1枚につき500円以
内を助成します（年24枚）。
※利用券は、乗車1回につき2枚まで利用できます。

 有料道路割引制度 
対�象　
身体障害者手帳、療育手帳のいずれかをお持ちの方
内�容　
身体障がいのある方が自ら自動車を運転する場合、ま
たは重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障
がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運
転する場合に通行料金が割引されます。
※�福祉課または専用のオンライン申請受付サイトで、
事前に申請が必要です。

所得制限
あり

所得制限
あり
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ID　837612760（障がい者の福祉）
ID　352816838（軽度・中等度難聴児支援事業）
ID　335678146（津島おでかけタクシー事業）

問合　福祉課福祉Ｇ　☎24-1115　F24-1138

障がい福祉
サービス

障がいのある方が地域で自立した生活を送れるよう、
次の事業を実施しています。

 日中活動 
 【昼間の活動を支援するサービス】 
介護給付
◦�居宅介護（ホームヘルプ）
◦�重度訪問介護
◦�同行援護　　◦�行動援護
◦�短期入所（ショートステイ）
◦�重度障がい者等包括支援
◦�療養介護　　◦�生活介護
訓練等給付
◦�自立訓練（機能訓練・生活訓練）
◦�就労移行支援
◦�就労継続支援（雇用型・非雇用型）
◦�就労選択支援
◦�就労定着支援
◦�自立生活援助

 居住支援 
 【生活の場におけるサービス】 
介護給付
◦�施設入所支援
訓練等給付
◦�共同生活援助�
（グループホーム）

 障がい児通所支援事業 
◦�児童発達支援
◦�医療型児童発達支援
◦�居宅訪問型児童発達支援
◦�放課後等デイサービス
◦�保育所等訪問支援

 軽度・中等度難聴児支援事業 
対�象　身体障害者手帳の交付対象
とならない軽度・中等度難聴児
　（18歳未満）
内�容　補聴器購入費用等の一部を
助成することにより、言語の発達
や、学習の困難さの解消を支援し
ます。
助�成額　基準額の範囲内で購入ま
たは修理費用の3分の2

 補装具費支給事業 
対象
・身体障害者手帳をお持ちの方
・難病患者等の方
内�容　身体機能の障がいを補う装具
（日常生活を容易にするための器具）
の購入・修理・借り受けに要する費用
を支給します。
利用者負担　原則、費用の1割負担

 地域生活支援事業 
◦�相談支援事業
◦�意思疎通支援事業
◦�移動支援事業
◦�日中一時支援事業
◦�地域活動支援センター事業
◦�日常生活用具給付事業
◦�訪問入浴サービス事業
◦�自動車改造費・自動車運転免
許取得費の助成事業

「日中活動」「居住支援」「障がい児通所
支援事業」の利用には「サービス等利
用計画・障害児支援利用計画」の作成
が必要です。「指定特定相談支援事業
所」「指定障害児相談支援事業所」の相
談支援専門員が、計画を作成するため
に居宅訪問や面接等を行い、心身の
状況や置かれている環境、サービスの
意向等をお聞きしながら、必要なサー
ビスを記載した計画を作成します。

18歳以上は所得制限あり

※介護保険対象者は、介護保険が優先される場合があります。

対象　
市内に住民票があり、次のいずれかに該当する方
◦�75歳以上の方
◦�身体障害者手帳1級～3級の方
◦�療育手帳Ａ判定またはＢ判定の方
◦�精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
◦�妊婦の方および出産後1年未満の方

必要書類
①利用登録申請書
②登録者の顔写真（縦3cm×横2.4cm）
※福祉課、高齢介護課で撮影も可
③身分証明書
④障害者手帳（障がい者）
⑤母子健康手帳（妊産婦）
⑥（代理申請の場合）代理人の身分証明書

高齢の方、障がいのある方、妊産婦の方々の通院や買い物などの日常的な外出を支援するため、
タクシー料金の一部を市が負担する事業です。

令和８年度は料金の4分の3を市が負担！津島おでかけタクシー事業

利用できるタクシー　①名鉄西部交通㈱（名鉄タクシー）　②㈱玉利タクシー　③名古屋近鉄タクシー㈱
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～安心した生活を支える～ 福祉医療費助成事業

区分
対象

助成内容 新規の申請手続きに必要なもの
受給資格 所得制限

子ども医療 出生から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで 無 保険診療分の自己負担額 ◦�お子さんの医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書

障がい者医療
◦�身体障害者手帳1～3級、4級の腎臓機能障害または4
～6級の進行性筋萎縮症の方
◦�療育手帳A・B判定の方
◦�自閉症状群と診断された方

無 保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�身体障害者手帳または療育手帳
◦�自閉症状群については医師の診断書（3カ月以内有効）

母子・父子家庭
医療

◦�18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童（以
下｢18歳以下の児童｣という）を現に扶養する母子家庭
の母、父子家庭の父
◦�上記の母、父が扶養する18歳以下の児童
◦�父母のいない18歳以下の児童

有
児童扶養手当法による児童
扶養手当の所得制限基準額

保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�母子・父子家庭を証する書類（児童扶養手当、遺児手当の各証書等）
◦�マイナンバーの分かるもの、または市町村民税課税証明書（該当する方のみ※1）

精神障がい者
医療

精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方

無

保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の写し自立支援医療（精神通院）の認定を受けた方

指定自立支援医療機関に
おける精神通院に支払っ
た保険診療分の自己負担
額（医療に要する費用の
10％。ただし、自己負担上
限額以内）

後期高齢者
福祉医療

75歳（一定の障がいがある方は65歳）以上で次の要件に
該当する方
◦�障がい者および母子・父子家庭の父母で各福祉医療の
受給要件に該当する方
◦�戦傷病者手帳をお持ちの方
◦�精神障がい者、結核患者で公費負担の受給要件に該当
する方
◦�精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
◦�ねたきりの方および重度、中度の認知症状態にある方
◦�自立支援医療（精神通院）の認定を受けた方（償還払※2）

一部有
◦�母子・父子家庭の父母の
方は児童扶養手当法によ
る児童扶養手当の所得制
限基準額
◦�戦傷病者の方は障害児福
祉手当所得制限基準額
◦�ねたきりおよび認知症状
態の方は市町村民税が非
課税※3

保険診療分の自己負担額
ただし、自立支援医療受給
者証（精神通院）をお持ち
の方は、指定自立支援医療
機関における精神通院に
支払った保険診療分の自
己負担額（医療に要する費
用の10％。ただし、自己負
担上限額以内）

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�障がい者の方は障がい者医療と同様
◦�母子・父子家庭の方は母子・父子家庭医療と同様
◦�精神障がい者の方は精神障がい者医療と同様
◦�ねたきりおよび認知症状態の方は介護保険被保険者証、ねたきり・認知症状態の
分かるもの（医師からの診断書等）、マイナンバーの分かるものまたは市町村民
税課税証明書（該当する方のみ※4）、後期高齢者福祉医療（ねたきり・認知症）所
得制限に関する申出書

　小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を交付されている方を対象に、医療機関で支払った自己負担額を、市へ
の申請により助成します。

対象 助成内容 支給申請の手続きに必要なもの

「小児慢性特定疾病医療費
医療受給者証」を交付され
た方（償還払※2）

保険診療分の自己負担額
（小児慢性特定疾病に係る自己負
担額のほか、それ以外の医療費全
般に係る自己負担額）

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�小児慢性特定疾病医療費医療受給者証
◦領収証
◦振込先口座番号等の分かるもの

小児慢性特定疾病医療費助成制度

　下表に該当する方が医療機関にかかる場合、医療保険の自己負担額が無料になります。
　この制度を利用するには、受給者証の交付を受けるなど申請が必要です。該当する方
は、早めに手続きをしてください。生活保護法など、公的制度で医療費の助成をすでに受
けている方は、対象になりません。
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区分
対象

助成内容 新規の申請手続きに必要なもの
受給資格 所得制限

子ども医療 出生から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで 無 保険診療分の自己負担額 ◦�お子さんの医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書

障がい者医療
◦�身体障害者手帳1～3級、4級の腎臓機能障害または4
～6級の進行性筋萎縮症の方
◦�療育手帳A・B判定の方
◦�自閉症状群と診断された方

無 保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�身体障害者手帳または療育手帳
◦�自閉症状群については医師の診断書（3カ月以内有効）

母子・父子家庭
医療

◦�18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童（以
下｢18歳以下の児童｣という）を現に扶養する母子家庭
の母、父子家庭の父
◦�上記の母、父が扶養する18歳以下の児童
◦�父母のいない18歳以下の児童

有
児童扶養手当法による児童
扶養手当の所得制限基準額

保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�母子・父子家庭を証する書類（児童扶養手当、遺児手当の各証書等）
◦�マイナンバーの分かるもの、または市町村民税課税証明書（該当する方のみ※1）

精神障がい者
医療

精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方

無

保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の写し自立支援医療（精神通院）の認定を受けた方

指定自立支援医療機関に
おける精神通院に支払っ
た保険診療分の自己負担
額（医療に要する費用の
10％。ただし、自己負担上
限額以内）

後期高齢者
福祉医療

75歳（一定の障がいがある方は65歳）以上で次の要件に
該当する方
◦�障がい者および母子・父子家庭の父母で各福祉医療の
受給要件に該当する方
◦�戦傷病者手帳をお持ちの方
◦�精神障がい者、結核患者で公費負担の受給要件に該当
する方
◦�精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
◦�ねたきりの方および重度、中度の認知症状態にある方
◦�自立支援医療（精神通院）の認定を受けた方（償還払※2）

一部有
◦�母子・父子家庭の父母の
方は児童扶養手当法によ
る児童扶養手当の所得制
限基準額
◦�戦傷病者の方は障害児福
祉手当所得制限基準額
◦�ねたきりおよび認知症状
態の方は市町村民税が非
課税※3

保険診療分の自己負担額
ただし、自立支援医療受給
者証（精神通院）をお持ち
の方は、指定自立支援医療
機関における精神通院に
支払った保険診療分の自
己負担額（医療に要する費
用の10％。ただし、自己負
担上限額以内）

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�障がい者の方は障がい者医療と同様
◦�母子・父子家庭の方は母子・父子家庭医療と同様
◦�精神障がい者の方は精神障がい者医療と同様
◦�ねたきりおよび認知症状態の方は介護保険被保険者証、ねたきり・認知症状態の
分かるもの（医師からの診断書等）、マイナンバーの分かるものまたは市町村民
税課税証明書（該当する方のみ※4）、後期高齢者福祉医療（ねたきり・認知症）所
得制限に関する申出書

※1　マイナンバーの分かるものまたは市町村民税課税証明書が必要な方
　  ◦令和8年10月までに申請する方で、令和7年1月2日以降に他市町村から転入された方
　  ◦令和8年11月以降に申請する方で、令和8年1月2日以降に他市町村から転入された方
※2　償還払･･･医療機関で自己負担額を支払った後、市への申請により後日医療費の支給を受ける方法
※3　世帯（同一住所も含む）と生計維持者
※4　マイナンバーの分かるものまたは市町村民税課税証明書が必要な方
　  ◦令和8年7月までに申請する方で、令和7年1月2日以降に他市町村から転入された方
　  ◦令和8年8月以降に申請する方で、令和8年1月2日以降に他市町村から転入された方

　出生時体重2,000ｇ以下などの未熟児で、指定病院の医師が入院養育を必要と認めた医療費を市が負担する制
度です。乳児が入院中に、申請をする必要があります。

未熟児養育医療費助成制度

問合　保険年金課医療・年金Ｇ　☎24-1114ID　938278316
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